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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る 

体制整備の期限設定について 

 

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（以下「マネロン・テロ資金供与対策」

という）については、各商品先物取引業者においてリスクベース・アプローチに基づき、

鋭意取り組んでいただいているものと認識しています。 

引き続き、実効的なマネロン・テロ資金供与対策を実施していただくため、令和３年10

月に改正した「商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に

関するガイドライン」の「対応が求められる事項」の全項目につきまして、ご対応をお

願いいたします。 

また、本文書をもって改めて下記を要請いたしますので、貴協会におかれては、会員各

社に対して、適切かつ迅速に必要な対応を講じるよう、周知徹底していただきますよう

お願いいたします。 

なお、農林水産省及び経済産業省としては、下記の要請事項に係る各商品先物取引業者

の取組状況について、検査やモニタリングを通じて確認していくほか、仮にマネロン・テ

ロ資金供与対策に問題があると認められた場合には、法令に基づく行政対応を含む対応

を行う場合があることを予めご承知願います。 

 

記 

 

各商品先物取引業者が「商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供

与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、令和６年３月末までに対

応を完了させ、体制を整備すること。 

上記の体制整備について、対応計画を策定し、適切な進捗管理の下、着実な実行を図

ること。 


